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オーストラリアでは、報告主体（Reporting entity）
の概念を廃止し、特定目的財務諸表（Special Purpose 

Financial Statement：SPFS）を作成していた多く
の営利企業は、2021年7月から開始する事業年度よ
り一般目的財務諸表（General Purpose Financial 

Statement：GPFS）を作成することが求められます。
GPFSにおいて、2つのTier（Tier 1、Tier 2）は存続
することになりますが、Tier2である開示項目を簡素
化した財務諸表Reduced Disclosure Requirements

（GPFS RDR）は、Simplified Disclosures（GPFS SDS）
へ置き換わることになります。今回はGPFSへの移行
およびAASB1を適用する場合の選択肢について説明し
ます。

現在SPFSを作成している営利企業は、21年7月か
ら開始する事業年度※よりGPFSに移行する必要があり、

現在のGPFS RDRは、GPF SDSに置き換わることに
なります。

GPFSへの移行は、オーストラリアの会計基準で要
求される測定と認識の全てを適用していない場合や、
連結財務諸表を作成していない企業においては、非常
に多くの対応を迫られる可能性があります。これらの
企業は、移行オプションをよく理解した上で、次のス
テップを決定していく必要があります。
今回の改定の影響を受ける企業の例としては、大規
模非公開会社（＜表1＞参照）や、外国支配企業など
で過去にオーストラリアにおいて報告主体ではないと
判断し、現在SPFSを作成している企業になります。

SPFSからGPFSへ移行する場合には、Tier 1あるい
はTier 2に移行するのか、また、連結財務諸表の作成
を含め、オーストラリアの会計基準で要求される認識
と測定について、どれだけ準拠しているかにより影響
が異なります。

Ⅱ　SPFSの廃止とGPFS SDSへの移行

Ⅰ　はじめに

▶表1　大規模非公開会社

※　12月決算の場合には、22年１月から開始する事業年度から移行するため、実際の開示を行うのは、22年12月期になる（3
月決算の場合には、22年４月から移行するため、実際の開示を行うのは、23年3月期となる）。

特定目的財務諸表から一般目的財務諸表へ
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Ⅲ　SPFSからの移行

大規模非公開会社 2019年修正前 修正後（2019年7月1日）

連結収益 2,500万豪ドル以上 5,000万豪ドル以上

連結総資産 1,250万豪ドル以上 2,500万豪ドル以上

会計年度終了時点での従業員数 50名以上 100名以上

（注）19年7月1日以降に開始する事業年度から、大規模非公開会社の定義が以下の通り変更されている。
出典： EY Japan「オーストラリア 会計アップデート - 2019年7月号」
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Tier 1は、一般的に公開企業に求められる開示水準
であり、SPFSから移行する場合には、特殊な事情が
ない場合には、上記のTier 2を選択することになり、
一般的な移行としては、次の通りとなります。

SPFSからGPFSへ移行する場合で、認識と測定の全
ての要求を満たしていない場合には、AASB1あるいは、
AASB108の適用の選択肢があります。なお、SPFSか
らGPFS（Tier 1）に移行する場合には、AASB1を適用
する必要があります。

1. AASB1の適用
AASB1の基本的な概念は、移行日となる開始BSの
免除規定を除き、報告書日において適用される全ての
基準を遡

そ

及的に適用する必要があります。通常、移行
日は比較対象年度の開始日となります（例えば、22

年12月期の場合には、21年1月1日）。

2. AASB108の適用
AASB1ではなくAASB108を適用する場合には、
過去から認識と測定の全ての要求を適用していたとい
う形で遡及適用することとなります。過去に全ての認
識と測定の要求を満たしていないために、全ての情報
を保持していない場合があり、この場合にはAASB108

の適用は難しい可能性があります。

すでにTier 2であるGPFS RDRに基づいた開示を
行っている場合には、21年7月1日以降に開始する事
業年度より、GPFS RDRからGPFS SDSへ移行する必
要があります。追加の開示要求がない限り、移行に伴
う大きな変更はありません。

SPFSにて、認識と測定の全ての要求を満たしてい
る場合で、GPFS SDSへ移行する場合には、一般的に
は次の追加開示を行うことになります。

今回の改定によりSPFSが廃止され、GPFSに統一
された財務諸表の作成が求められます。現状では、過
去からオーストラリアの会計基準に基づいた認識と測
定の全ての要求を満たしている場合には、追加開示を
行うのみとなりますが、連結財務諸表の作成を行って
いない場合や過去からオーストラリアの会計基準で要
求される認識と測定の全ての要求を満たしていない場
合には、かなりの労力を必要とする場合がありますの
で特に注意が必要となります。

• Tier 1：オーストラリアの会計基準で要求される
全ての認識、測定および、開示の基準に準拠し
ている財務諸表

• Tier 2：Tier1同様に全ての認識、測定をオース
トラリアの会計基準に準拠しているが、開示は
簡素化する財務諸表

① 連結財務諸表の作成も行い、オーストラリア
の会計基準で要求される認識と測定において、
全ての要求を満たしている場合には、引き続
き、同様の認識と測定に準拠し、開示を変更す
る（追加開示）ことになる。初度適用である
AASB1は適用しない。

②連結財務諸表の作成も含め、オーストラリアの
会計基準で要求される認識と測定の全ての要求
を満たしていない場合には、AASB1の初度適
用あるいは、AASB108を適用する必要がある。

Ⅳ　AASB1あるいは、AASB108の適用

Ⅴ　GPFS RDR からの移行

Ⅵ　SPFSからGPFSへの移行の追加開示

①顧客との収益の開示（Disaggregated revenue 

information）
②法人税の開示（Income tax details, Franking 

credit balances）
③関連当事者取引の開示（Re l a te d pa r ty 

transactions）
④その他（ビジネスの特徴、取引に応じて追加的
な開示が必要となることが考えられる）

Ⅶ　おわりに

お問い合わせ先
EYシドニー事務所
ジャパン・ビジネス・サービス
E-mail：ayumi.koiwai@au.ey.com
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